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１ 基本的な事項 

（１）市の概況 

ア 市の自然的、歴史的、社会・経済的諸条件の概要 

・自然的条件  

過疎地域自立促進特別措置法第 33 条第２項の規定により過疎地域とみなされていた旧倉

渕村地区（以下「倉渕地域」という。）は、高崎市の北西部に位置し、地形は東に榛名山系

の杏ケ岳、北西部に笹塒山、西部に鼻曲山、角落山などが連なる標高 320ｍ～1,655ｍの中

山間地帯です。本地域を水源とする烏川（一級河川）が区域のほぼ中央を流れ、両岸の段丘

に耕地があり、集落が散在しています。 

 

・歴史的条件 

倉渕地域は、徳川の時代となって国内が安定した後、寛永の頃から三ノ倉村・権田村・川

浦村・岩氷村・水沼村は坂下五ケ村となりました。また、上州と信州間の重要な物資輸送ル

ートでした。 

町村制施行により、明治 22 年、三ノ倉村と権田村が合併して倉田村となり、川浦村、岩

氷村及び水沼村の合併で烏淵村が誕生しました。昭和 30 年には、倉田村と烏淵村との合併

により倉淵村が誕生し、平成８年には倉淵村から倉渕村へ改称しました。 

地方分権の推進や住民ニーズの多様化、人口減少と少子高齢化等に対応するため、平成

18 年１月 23 日高崎市へ編入合併しました。 

 

・社会・経済的条件 

高崎市は、東京から 100 キロ圏内に所在し、北陸新幹線や関越自動車道、北関東自動車道

といった高速交通の十字軸上にあることから優れた交通拠点性を有しています。 

倉渕地域は、本市中心部から北西に約 25キロ（約 50 分）の距離にあり、基幹道路である

国道 406 号が地域の中心部を南北に走っており、沿道に集落が形成されています。 

経済は、農林業を中心に支えられてきましたが、農林産物価格の低迷や経済情勢の変化に

より、就業者は安定収入の得られる他産業へと流出するとともに、若年人口も流出が続いて

います。 

 

イ 倉渕地域における過疎の状況 

・人口の動向 

    昭和 30 年代以降の日本経済の高度成長により、農山村部から都市部へ若年層の流出が続

き、当地域でも人口は減少の一途をたどっています。基幹産業である農林業の衰退、経済的

な面での不安などで、安定収入の得られる他産業へ就業の場を求め、若年層が転出をしてい

ます。就職のためや婚姻による転出などの社会増減での減、また、少子高齢化による自然増

減も減であり、今後も人口の減少傾向は続くと見込まれます。 

 

・これまでの過疎対策 

    昭和 45 年の過疎地域対策緊急措置法、昭和 55 年の過疎地域振興特別措置法、平成２年の

過疎地域活性化特別措置法、そして、平成 12 年の過疎地域自立促進特別措置法と続いたこ

れまでの過疎対策により、道路交通網をはじめ、簡易水道、公営住宅、教育施設、産業基盤

整備、合併処理浄化槽の推進など、生活環境や生活基盤が整備されてきました。 

また、遊休農地の活用と都市農村交流を目指したクラインガルテンの導入や、温泉を利用

した倉渕福祉センター（デイサービスセンターを併設）、地場の農産物を販売する「道の駅

くらぶち小栗の里」、山村留学施設「くらぶち英語村」を整備しました。 

 

・現在の課題と今後の見通し 

    倉渕地域では、これまでの過疎対策事業として様々な施策を講じてきましたが、農林業の

低迷、若年層の都市への流出に伴い、少子高齢化が進み、過疎化現象を食い止めるまでには
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至っていません。点在する集落では高齢者のみの世帯が増加する可能性があります。 

 

ウ 社会経済的発展の方向の概要 

   倉渕地域の主産業である農業について、有機野菜生産の促進や新商品の開発などに取り組

むとともに、首都圏などにおける販路拡大に取り組むことにより、農家所得の向上を図り、

多くの人にとって魅力ある産業としていく必要があります。このことにより、後継者不足の

解消を図るとともに、新規就農支援を充実し、新たな担い手の育成に努めることが求められ

ています。 

また、豊かな自然環境を生かした教育・文化スポーツ施設等を活用し、地域の魅力向上を

図ることにより、地域外からの人々の交流増加を促進することで、地域活動の新たな担い手

確保を目指すことが必要です。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

   倉渕地域の人口は、昭和 50 年には 6,237 人でしたが、平成 27 年では 3,544 人と 56.8％減

少しました。昭和 45 年から平成２年の５年毎では５％前後の減少が続いていましたが、平成

７年から平成 12年の５年間では 6.5％の減少、平成 17 年までの５年間では 8.5％の減少、平

成 17 年から平成 22 年までの５年間も 8.1％の減少、平成 22 年から平成 27 年までの５年間も

12.9％の減少と引き続き高い減少率が続いています。 

年齢階層別に見ると､平成 27 年の国勢調査では年少人口（0～14 歳）280 人、生産年齢人口

（15～64 歳）1,747 人、老年人口（65 歳以上）1,517 人です。昭和 50 年と比べると、年少人

口比率は 7.9％に低下、逆に老年人口比率は 42.8％に上昇しており、少子高齢化が顕著となっ

ています。 

表１－１（１）人口の推移（国勢調査）【倉渕地域】 

区  分 

昭和 35 年 昭和 50 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 
人 

7,750 

人 

6,237 

％ 

△19.5 

人 

5,509 

％ 

△11.7 

人 

4,427 

％ 

△19.7 

人 

3,544 

％ 

△20.0 

0 歳～14 歳 2,698 1,335 △50.5  946 △29.2 477 △49.6 280 △41.3 

15歳～64歳 4,451 4,098 △7.9 3,419 △16.6 2,513 △26.5 1,747 △30.5 

 うち 15 歳

～29歳（a） 
1,480 1,272 △14.1 810 △37.4 587 △27.6 353 △39.9 

65 歳以上 

（b） 
 601  804  33.7 1,144 42.2 1,437 25.6 1,517 5.5 

(a)／総数 

若年者比率 

％ 

19.1 

％ 

20.4 
－ 

％ 

14.7 
－ 

％ 

13.3 
－ 

％ 

10.0 
－ 

(b)／総数 

高齢者比率 

 ％ 

7.8 

 ％ 

12.9 
－ 

 ％ 

20.8 
－ 

％ 

32.5 
－ 

 ％ 

42.8 
－ 
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表１－１（１）人口の推移（国勢調査）【高崎市全体】 

区  分 

昭和 35 年 昭和 50 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総  数 
人 

244,376 

人 

306,091 

％ 

25.2 

人 

346,933 

％ 

13.3 

人 

364,919 

％ 

5.1 

人 

370,884 

％ 

1.6 

0 歳～14 歳 73,534 75,646 2.8 64,365 △15.0 52,890 △17.9 49,298 △6.8 

15歳～64歳 156,499 205,713 31.4 239,990 16.6 239,871 △0.1 221,228 △7.8 

 うち 15 歳

～29歳（a） 
64,777 74,737 15.3 73,185 △2.1 61,102 △16.6 52,795 △13.6 

65 歳以上 

（b） 
14,343 24,709 72.2 42,147 70.5 72,114 71.1 97,466 35.1 

(a)／総数 

若年者比率 

％ 

26.5 

％ 

24.4 
－ 

％ 

21.1 
－ 

％ 

16.7 
－ 

％ 

14.2 
－ 

(b)／総数 

高齢者比率 

 ％ 

5.9 

 ％ 

8.1 
－ 

 ％ 

12.1 
－ 

％ 

19.8 
－ 

 ％ 

26.3 
－ 

  
表１－１（２）人口の見通し（高崎市第６次総合計画）【高崎市全体】 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

（３）市行財政の状況 

合併に伴い、倉渕地域の行政組織として、倉渕支所が設置されています。地域振興課をはじ

め４課で構成され、住民サービスが低下しないよう適切な人員配置により運営されています。

教育委員会は本庁に置かれていますが、支所の地域振興課に教育担当が設置され、地域の教育
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施策を実施しています。 

このような中で、都市機能を充実させ住民福祉の向上を図っていくためには、効率的・合理

的な行財政運営を推進するとともに、税収の安定的な確保等、都市が自立できる強固な財政基

盤を構築する必要があります。 

 

表１－２（１）市財政の状況【高崎市全体】              
（単位：千円）  

区 分 平成 22 年度 平成 27 年度 

歳 入 総 額 Ａ 

  一 般 財 源 

 国 庫 支 出 金 

 県 支 出 金 

 地  方  債 

  うち過疎対策事業債 

 そ  の  他 

 

歳 出 総 額 Ｂ 

 義 務 的 経 費 

 投 資 的 経 費 

  うち普通建設事業費 

そ  の  他 

 過疎対策事業費 

 

歳入歳出差引額 Ｃ （Ａ－Ｂ） 

 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 

 

実質収支 Ｃ－Ｄ 

１６０，０３０，９８８  

９２，３２８，３２３  

１７，１１８，６６７  

９，４８９，３３０  

１７，６９４，９００  

０  

２３，３９９，７６８  

 

１５５，９４７，９９６  

６２，６２９，０１５  

２４，８７７，５５１  

２４，８７７，５５１  

６８，４４１，４３０  

７５８，２７９  

 

４，０８２，９９２  

 

６０２，９２９ 

 

３，４８０，０６３  

１６４，６９５，３７９  

９８，２１１，７７５  

１９，９９７，６１９  

１０，４９４，２７８  

１２，６６２，７００  

３２，８００  

２３，３２９，００７  

 

１５７，５２０，２７０  

６５，９５９，３５６  

２１，４５２，１４４  

２１，４５０，２２１  

７０，１０８，７７０  

１６７，１３８  

 

７，１７５，１０９  

 

１，２９５，１１２ 

 

５，８７９，９９７  

財 政 力 指 数 

公 債 費 負 担 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

起 債 制 限 比 率 

経 常 収 支 比 率 

将 来 負 担 比 率 

地 方 債 現 在 高 

０．８６４  

１３．２  

９．４  

９．１  

８９．４  

   ８６．５  

１３１，６１３，１８９  

０．８４３  

１３．２  

６．４  

７．０  

９１．１  

２９．９  

１３６，３７３，９１３  
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区 分 令和元年度 

歳 入 総 額 Ａ 

  一 般 財 源 

 国 庫 支 出 金 

 県 支 出 金 

 地  方  債 

  うち過疎対策事業債 

 そ  の  他 

 

歳 出 総 額 Ｂ 

 義 務 的 経 費 

 投 資 的 経 費 

  うち普通建設事業費 

そ  の  他 

 過疎対策事業費 

 

歳入歳出差引額 Ｃ （Ａ－Ｂ） 

 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 

 

実質収支 Ｃ－Ｄ 

１６８，６０５，６６７  

９９，３２０，８４６  

２４，３３４，２８８  

１０，５３６，６２３  

１６，８６７，９００  

３５，０００  

１７，５４６，０１０  

 

１６４，２２０，８３３  

６９，９９０，０５７  

２８，０５０，７６９  

２７，７４９，９４７  

６６，１８０，００７  

１７０，７６５  

 

４，３８４，８３４  

 

７１０，５３０ 

 

３，６７４，３０４  

財 政 力 指 数 

公 債 費 負 担 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

起 債 制 限 比 率 

経 常 収 支 比 率 

将 来 負 担 比 率 

地 方 債 現 在 高 

０．８５７  

１３．４  

 ５．５  

７．０  

９５．６  

      ４７．６  

１５２，９５０，２４４  
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表１－２（２）主要公共施設等の整備状況【倉渕地域】 

区 分 
昭和 55 

年度末 

平成 2 

年度末 

平成 12 

年度末 

 平成 22 

 年度末 

令和元 

年度末 

市町村道   改良率（％） 

       舗装率（％） 

耕地 1ha 当たり農道延長(ｍ) 

林野 1ha 当たり林道延長(ｍ) 

水道普及率（％） 

水洗化率（％） 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 

23.0 

17.0 

190 

14 

92.1 

－ 

0 

30.8 

43.8 

208 

19 

85.7 

－ 

0 

41.3 

57.5 

222 

22 

97.6 

64.1 

0 

45.7 

66.1 

48 

6 

88.0 

75.3 

0 

46.8 

71.0 

49 

6 

91.8 

71.6 

0 

 
表１－２（２）主要公共施設等の整備状況【高崎市全体】 

区 分 
昭和 55 

年度末 

平成 2 

年度末 

 平成 12 

 年度末 

 平成 22 

 年度末 

令和元 

年度末 

市町村道   改良率（％） 

       舗装率（％） 

耕地 1ha 当たり農道延長(ｍ) 

林野 1ha 当たり林道延長(ｍ) 

水道普及率（％） 

水洗化率（％） 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 

27.4 

28.7 

31 

12 

98.4 

－ 

13 

42.7 

63.1 

20 

17 

99.8 

－ 

15 

49.5 

71.2 

24 

18 

99.8 

64.9 

14 

49.0 

75.1 

5 

7 

99.0 

94.2 

12 

50.4 

76.5 

5 

7 

99.4 

94.8 

12 

 
（４）地域の持続的発展の基本方針 

本市の第６次総合計画において、倉渕地域は「恵まれた自然環境を守り生かす自然共生ゾー

ン」として位置付けています。自然環境・景観を保全しつつ、地域住民が豊かな生活を送るこ

とができる地域整備を目指すことで、地域の持続的な発展を促進します。 
くらぶち英語村、倉渕水沼公園、倉渕サッカー場、くらぶちこども天文台等、自然環境を生

かした施設を活用し、地域の魅力向上を図るとともに、はまゆう山荘、クラインガルテン、道

の駅くらぶち小栗の里といった拠点施設との連携により、地域間交流の増加を図ります。 
産業においては、豊かな自然環境を生かし、農業・林業の振興を図ります。この分野におい

ては後継者不足の課題を抱えており、今後、農業生産を維持していくためには、農業をより魅

力的で収益の上がる産業として成長させていく必要があります。現在では、有機農業による若

い世代の新規就農者の参入も見られ、また、新品種や新商品の開発、６次産業化など、農商工

連携に取り組む農業者に対する支援を実施するほか、販路拡大を更に推進することにより、農

産物のブランド力向上を図り、持続可能な農業生産の維持を図ります。 
 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 
   倉渕地域の人口は減少傾向にあります。平成 27 年度の国勢調査では、高齢者比率の割合は

40％を超え、少子高齢化が顕著となっています。 
地域の持続的発展を目指すため、倉渕地域の人口の維持を目指します。 

    
（６）計画の達成状況の評価に関する事項 
   計画の達成状況について、地域住民の代表者などからの聞き取り調査を基にした評価を毎年

度行います。 
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（７）計画期間 

計画期間は、令和３年４月１日から令和９年３月 31 日までの６年間とします。ただし、新

たな県過疎地域持続的発展方針が発表された場合は、その内容を踏まえ必要な変更を行います。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

   平成 29 年３月に策定した高崎市公共施設等総合管理計画の基本方針である、社会経済状況

や時間の経過によって変化する市民ニーズを的確に捉え、施設の複合化・集約化に取り組み、

施設規模の適正化に努めるとともに、建物の耐震性能の確保などに対応し、長く使い続けられ

るよう長寿命化を図ることで、必要な事業を適切に実施します。 
 
 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

  （１）現況と問題点    

倉渕地域は、人口減少が続いており、本市の中でも特に少子高齢化が顕著となっています。

点在する集落では高齢者のみの世帯が増加する可能性があります。 

 

（２）その対策    

定住促進空き家活用家賃助成金や移住促進資金利子補給金（移住・定住のための住宅を取得

する場合に融資の利子５年分を助成）を交付することにより定住を促進し、地域コミュニティ

の維持に向けて取り組みます。 

また、くらぶち英語村、倉渕水沼公園、倉渕サッカー場、くらぶちこども天文台等、豊かな

自然環境を生かした教育・文化スポーツ施設を整備し、地域の魅力向上を図ることにより、地

域外からの人々の交流増加に向けて取り組みます。さらに、はまゆう山荘やクラインガルテン、

道の駅くらぶち小栗の里を地域の拠点とし、地域間交流の発展を目指します。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

３ 産業の振興 

  （１）現況と問題点 

（農業・林業） 

農業や林業では、担い手の高齢化、後継者不足等の課題を抱えています。こうした生産力の

低下は、管理が行き届かない農地や森林の荒廃を進め、災害の発生等を引き起こす危険性があ

ります。 

 

（工業・商業） 

工業については、令和元年工業統計調査によると、倉渕地域における従業員４人以上の事業

所数は９事業所、従業員数 149 人で、製造品出荷額等は 59.9 億円となっていますが、地勢的

には不利な地域であり、工場誘致は困難なものとなっています。さらに、経営の中核を担う専

門人材や後継者の不足といった課題を抱えています。 

   商業については、倉渕地域の商店は、国道 406 号の幹線道路沿いに数軒存在しているものの、

人口の減少、住民の生活圏の広域化などで経営環境は厳しく、経営者の高齢化と後継者不足が

課題となっています。 

 

（観光） 
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倉渕地域には、烏川、相間川渓谷などをはじめ、道の駅くらぶち小栗の里、クラインガルテ

ン、倉渕温泉、わらび平森林公園キャンプ場、はまゆう山荘、114 体の道祖神、小栗上野介の

史跡、ゴルフ場などの観光資源があります。倉渕地域を訪れる観光客の数は年々減少しており、

令和２年度の観光客は 52 万人で、うち日帰り客が 40 万人を占めています。 

    

（情報通信産業） 

  情報格差の解消を目指し、ネットワークの整備を進めてきました。ＩＣＴを活用した取り組

みなどにより、倉渕地域が抱える地理的不利性を克服した雇用の創出と産業の振興が求められ

ます。 

 

（２）その対策 

（農業・林業） 

農業については、新規就農者の受け入れ支援に取り組むとともに、荒廃農地の再生や農地中

間管理機構等を活用した農地の集積・集約化に取り組むことにより、農地の有効利用と担い手

の育成・確保を進めます。特に６次産業化への支援やシンガポールをはじめとする海外や首都

圏などの大都市圏における販路拡大に取り組み、高付加価値化と有利販売に結び付く農業の振

興を図ります。なお、現在では、倉渕地域の気候・風土を生かした有機野菜の栽培も盛んに行

われ、こうした活動を担う新規就農者を中心とした有機農業生産者グループ等を積極的に支援

していきます。 

林業については、森林経営管理制度の活用や高性能林業機械の導入推進などにより適正な森

林整備に取り組む一方、木材の生産拡大や、間伐材の利活用、加工品開発を促進するとともに、

森林体験活動を推進します。 

 

（工業・商業） 

   工業については、地域の製造業の強化を図るとともに、新産業づくりと企業誘致に努めます。 

商業については、特産品開発や観光事業などと連携し、市民や観光客を惹きつける商業の振

興を図ります。 

 

（観光） 

倉渕地域内にある観光施設と連携を図り、森や川、農林業や歴史・文化など地域資源を生か

した誘客により、市民等が気軽に自然を体験できる憩いの場を提供するとともに、子どもから

高齢者まで幅広い層を対象とした魅力ある観光地づくりを進め、交流人口の増加を図ります。

また、冬季のにぎわいを創出するため、花火コンクールを開催しています。 

 

（情報通信産業） 

倉渕地域の地理的不利性を克服し、将来にわたり成長が期待されることから、基盤整備を推

進するとともに、各産業における情報通信分野の連携を図ります。 
 

（３）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備 考 

倉渕地域全域 

製造業 
情報サービス業等 
農林水産物等販売業 
旅館業 

令和３年４月１日～令和９年３月 31 日 

 

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）のとおり 



 

- 9 - 
 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

４ 地域における情報化 

（１）現況と問題点 
屋外スピーカーを備えたＩＰ放送設備を整備しましたが、過疎化が進行し、住居が点在する

地域特性から屋外放送設備の整備には限界があり、携帯電話やスマートフォン、コミュニティ

ＦＭラジオ放送等の活用・普及が課題になっています。 

 

（２）その対策 

市ホームページのほかＳＮＳやラジオ高崎などのさまざまな媒体を活用した情報発信に取

り組んでいます。今後もより効率的に質の良いサービスを提供していくため、先端技術を的確

に取り入れることにより社会インフラを高度化し、地域課題の解決を図ります。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 
（１）現況と問題点 

（道路網） 
倉渕地域は、幹線道路網として国道 406 号（12km）、主要地方道３路線、一般県道２路線（合

計 38km）、生活道路網として１級市道６路線、２級市道 21 路線、その他市道 295 路線（合計

180km）、農道 103 路線（40km）、林道 25路線（63km）で構成されています。 

 

◆倉渕地域の道路状況                 （令和３年４月１日現在） 

区   分 路 線 数 実 延 長 舗 装 道 未 舗 装 道 

総   数 456 333 km 214 km 119 km 

国   道 1 12 km 12 km － 

主要地方道 3 32 km 32 km － 

県 道 2 6 km 2 km 4 km 

市   道 322 180 km 128 km     52 km 

農   道 103 40 km 8 km 32 km 

林   道 25 63 km 32 km 31 km 

（資料：高崎市倉渕支所農林建設課） 

 

（公共交通） 

倉渕地域には、鉄道路線がなく、民間事業者によるバスが運行されていますが、自宅から最

寄りのバス停まで遠く、病院での受診や日用品の買い物に不便な地域が存在しています。倉渕

地域の高齢化率は 40％を超えており、今後、移動に困難を抱える人の増加が見込まれます。 

 

（２）その対策 

（道路網） 
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産業の振興、通勤・通学条件の改善のために、幹線道路網の整備を促進するとともに、安全

で快適な生活道路の整備に努めます。 

 

 （公共交通） 

バス交通の維持・確保に努めるとともに、倉渕地域の生活の足として、おとしよりぐるりん

タクシーや市内循環バスぐるりんを活用し、利便性の向上を図ります。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

６ 生活環境の整備 
（１）現況と問題点 

（公園・緑地） 

良好な住環境や身近な憩い・交流・遊びの場として広場・緑地の整備が求められています。 

 

（簡易水道・汚水処理） 

倉渕地域における飲料水施設は、湧水を水源とした簡易水道５か所が中心集落に、小水道５

か所及びその他の水道が散在集落にそれぞれ給水しています。各集落の組合で管理運営されて

いる小規模な水道もあり、高齢化による管理運営体制の先行きの不安や、施設等が十分整備さ

れていないことから、安定した給水体制の確保等について検討することが必要になっています。 

  また、汚水処理については、生活排水（雑排水）による環境への負荷を削減し、河川の汚濁

防止と快適な生活環境づくりのために、引き続き、合併処理浄化槽による処理へ計画的な転換

を図ることが課題です。 

 

（環境衛生） 

循環型社会の構築のため、ごみを出さない生活スタイルによるごみの減量化、分別収集の徹

底による資源化の推進、不法投棄防止による快適な環境づくりなどが課題です。 

 

（消防・救急） 

倉渕地域の常備消防は、高崎市等広域消防局高崎北消防署倉渕分署が管轄し、消防、救急業

務等を実施しています。また、非常備消防は、高崎市消防団倉渕方面隊（８個分団、定数 178

人）を組織し、常備消防と連携して住民の安全・安心の確保に努めています。 

倉渕地域は、85％が山林という山間地帯で集落が散在し地形が急峻であるため、消防自動車

や救急自動車等の進入が困難な場所もあり、市街地と比較すると、緊急事態への対応の迅速性

という点において課題があります。 

 

（防災） 

倉渕地域は、急峻な地形のため集中豪雨などの際に土砂災害が発生しやすい危険箇所が多く、

災害を予防するための事業を計画的に推進する必要があります。また、これまでの災害を教訓

に、住民・事業者の自主防災意識を高め、地域防災力の強化を図る必要があります。 
 

（２）その対策 

（公園・緑地） 

市民のレクリエーションの場として、烏川河畔の歩道や大型遊具を備えた倉渕せせらぎ公園、

サッカー場やトレイルランニングコースなどを備えた倉渕水沼公園を整備し、地域内外から多

くの人が訪れています。引き続き、住環境の向上に向け、広場・緑地の整備を推進します。  
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（簡易水道・汚水処理） 

簡易水道事業については、安全かつ良質でおいしい低廉の水を将来にわたって安定的に供給

するため、水源の保全と確保、老朽施設の改善を図ると同時に、災害時の給水体制の整備を進

めます。 

汚水処理については、合併処理浄化槽の普及に努め、快適な生活環境づくりと河川の汚濁防

止を図ります。 

 

 （環境衛生） 

ごみの排出を抑制するとともに、再利用・資源化を積極的に進めるための体制を整備し、ご

みの不適正処理による生活環境の悪化の防止に努めます。 

 

 （消防・救急） 

平成 25 年度より高崎市救急医療体制緊急改善プランを実施し、誰もが安心して生活できる

救急体制の改善に取り組んでいます。 

また、少子高齢化や若年層人口の流出などにより消防団員が減少し、地域の消防力の低下が

懸念されるため、高崎市緊急創生プランに基づき、消防団員確保対策を推進し、地域の消防防

災力の強化に努めています。 
 

（防災） 

安心・安全な地域づくりを目指し、高崎市地域防災計画を基に、倉渕地域の地形的条件や気

象上の特殊性に即した、災害に強い地域づくりを目指し、防災に対する住民意識の高揚を図り、

危機管理体制と応急体制を強化します。 

   また、災害発生の恐れがある場合など、避難が必要な場合に自力で避難することができない

住民を市の公用車やバスで迎えに行く取り組みを進めます。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
（１）現況と問題点 

（地域福祉） 

少子高齢化や人口減少が進行し、ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増加しています。

また、価値観の一層の多様化やプライバシーを重んじる意識の広がりなどから、かつて近隣住

民同士がお互いに持っていた関心や地域社会の連帯感が希薄化し、人々が互いに支え合う関係

性が弱まっています。 

 

（高齢者福祉） 

   倉渕地域の高齢者数（65 歳以上人口）は、平成 27 年 10 月１日現在 1,517 人（高齢者比率

42.8%）です。今後もさらに超高齢化が見込まれる中で、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの

世帯、認知症高齢者など介護が必要な高齢者が増加することが予想されます。 

 

（児童福祉） 

少子化や核家族化の急速な進展とともに、共働き家庭の増加や就労形態の多様化などにより、

家庭や地域での子育て機能が低下しています。 

 

（障害者（児）福祉） 
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平成 25 年４月の障害者総合支援法の施行により、身体・知的・精神障害の３障害に、難病

等も障害の範囲に加わり、サービス利用の対象者が広がりました。また同法の基本理念として、

障害の有無で分け隔てられることなく、全ての人が互いに人格と個性を尊重し合いながら暮ら

す共生社会の実現が掲げられ、地域において日常生活又は社会生活を営むことへの支援が求め

られています。 

 

（２）その対策 

（地域福祉） 

地域住民が一人ひとりの課題を単に個々の課題と捉えるだけでなく、地域の課題として認識

し、住民が主体的にこれらの課題を把握して解決を試みることができるよう、地域住民やボラ

ンティア、地域の福祉関係者・団体、民間事業者等が一体となって解決に向けた活動ができる

環境の整備を図ります。 

 

 （高齢者福祉） 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていくことができるよう、高齢者あん

しんセンターを設置し、「待つ福祉から出向く福祉へ」を合言葉に、積極的に地域に出向くこ

とで、より地域に密着したきめ細やかな支援を行います。 

また、誰もが安心して暮らせる生活環境を整えることを目的として、ごみ出しに困っている

高齢者や障害者、子育て中の世帯に挨拶と声かけによる安否確認を行いながら無料で戸別訪問

収集を行う高齢者ごみ出しＳＯＳ事業を開始しました。 

他にも、おとしよりぐるりんタクシーや倉渕地域高齢者買い物支援事業など、福祉サービス

の実施・充実に取り組むとともに、高齢者サロンや協議体の活動を支援することで、高齢者を

地域全体で支える体制づくりを推進します。 

 

（児童福祉） 

  次代を担う児童が心身ともに健やかに成長するために、保育サービスの充実、地域における

子育て環境の整備などを推進します。 

また、子育て支援の拠点施設である子育てなんでもセンター、家事や育児を手伝うヘルパー

を派遣する子育てＳＯＳサービスなどの子育て支援策の拡充に加え、保育所の申し込みの通年

化などをはじめとした保育サービスにより、本地域の次世代を担う全ての子どもが健やかに心

豊かに成長し、子育てが生き生きとできるまちづくりを目指し、「子育てするなら高崎市」と

いう実感を持てるような取り組みを行います。 

 

 （障害者（児）福祉） 

障害者支援ＳＯＳセンターを設置し、障害者本人やその家族等の様々な不安や心配事、悩み

事に対し、ワンストップで相談をいつでも受け付け、その対応を助言したり、関係機関につな

ぐなど、適切な支援を行っており、引き続き、総合相談窓口としての機能強化を図ります。 

また、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、相談支援事業所をはじめ

とした関係機関と密接に連携し、狭間や切れ目のない支援体制の構築を図ります。 

さらには、障害のある方に対する地域住民の理解を深めるとともに、障害のある方の社会参

加のための施策を推進します。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

８ 医療の確保 
（１）現況と問題点 
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倉渕地域には、診療所が１か所、歯科診療所が２か所ありますが、入院施設が無いことなど

から地域外の医療施設の利用が多くなっており、これらの多様なニーズに応えられるよう医療

環境の整備が重要な課題となっています。 

 
（２）その対策 

隣接地域の救急医療機関との連携を密にするとともに、更に救急搬送においては、消防局と

連携することによって、ドクターヘリ・ドクターカーを活用し搬送体制の強化を図り、住民が

安心して生活できる体制づくりを推進していきます。 

  また、高齢化の進行や疾病構造の変化に対応できる地域医療体制の整備として、その基盤と

なる医師や看護師などの確保に努めていきます。 

 
（３）公共施設等総合管理計画との整合    

高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 
 
 

９ 教育の振興 
（１）現況と問題点 

   少子化の影響による子ども同士の遊びの減少のほか、地域住民とのふれあいや自然体験の減

少などが課題となっています。地域の特性を生かした子どもたちの「生きる力」を育む取り組

みが求められています。 

   また、生涯学習においては、専門的な指導と助言のできる質の高いサービスの提供や、地域

の特色を生かした事業の企画・実施が求められています。 

 

（２）その対策 

倉渕地域では、学力向上に向けて、地域連携をした取り組みなども行い、教育の推進を実施

してまいります。また、生涯学習の一環として、子どもたちには地域的行事等を体験させるな

ど、世代間の交流活動も推進します。 

また、本市では、倉渕地域の豊かな自然環境の中で、生きた英語を学びながら集団生活や自

然体験を行うくらぶち英語村を運営しています。対象は小・中学生で、全国から募集していま

す。留学生は親元を離れ、本施設を生活拠点にしながら地域の小・中学校に通うというもので

す。 

最大の特徴は、平日の夜や休日など施設内での日常会話を、指導員となるネイティブスピー

カーと共同生活をしながら英語で行うことです。山村留学で集団生活をしながら自然な形で英

語を身に付けてもらい、国際感覚豊かな子どもたちを育成しようという全国的にも珍しい取り

組みです。また、短期間の留学体験コースを設けることにより、より多くの子どもたちやその

親に本地域を訪れてもらえると考えます。 

本施設の運営は、新しい国際教育の実践であり、地域社会にとっても教育意識の向上や雇用

の創出、定住・交流人口の増加など総合的な活性化につながります。    

生涯学習の面では、高崎学検定を実施しており、歴史や文化を学ぶことにより郷土愛を醸成

し、未来のまちづくりにつなげていくことを目指します。引き続き、より多くの人が関心を持

って学びに取り組めるよう、地域における生涯学習推進体制を整備し、充実した学習活動が行

えるよう支援します。 

 

（３）計画（令和３年度～８年度）   

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

9 教育の振興 (4) 過 疎 地 その他 【くらぶち英語村運営事業】 市  
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域持続的発

展特別事業 

○具体的な事業内容 

・小中学生を対象とした日常生活を

英語で過ごす山村留学施設の運営 

○事業の必要性 

・過疎化による児童の減少 

・廃校の有効活用 

○見込まれる事業効果 

・地域住民との交流による地域の活

性化 

 
（４）公共施設等総合管理計画との整合    

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

10 集落の整備 
（１）現況と問題点 

（住宅・宅地） 

倉渕地域では、若年層向けのふるさと住宅を 37棟（37 戸）整備しているものの、全ての入

居希望に応じられない状況もあります。また、地域外の職場で働く通勤者等は、結婚後職場近

くに転居する傾向が強まっており、若年層減少の原因の一つになっています。 

 

（地域活動） 

倉渕地域は８つの行政区があり、その行政区ごとに育成会、長寿会、消防団分団、スポーツ

振興会支部などが組織され、それらが中心となり、公民館、班公会堂を核に地域維持の活動な

どを行っています。 

しかし、高齢化の進行と若者の減少、職業の多様化と就業地・生活圏の広域化、生活価値観

の多様化・個性化などにより、地域連帯意識の希薄化が心配されます。 

 

（２）その対策 

（住宅・宅地） 

Ｕ・Ｉ・Ｊターンなども含めて若者定住を促進するため、利子補給や空き家緊急総合対策事

業などの施策を実施します。また、地域の特性に応じた快適な住宅・住環境の整備、高齢化に

対応した住宅の整備などを推進します。 

 

（地域活動） 

既存の８つの行政区を中心とし、地域コミュニティや組織の維持推進を図ります。また、地

域活動団体など、多様なグループ活動と連携することにより、協働参画体制の強化、活性化を

促進し、イベントなどを通して交流や連帯感のある豊かな地域社会の実現を図ります。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

11 地域文化の振興等 
（１）現況と問題点 
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（地域文化） 

倉渕地域には、道祖神など貴重な歴史的遺産や幕末の偉人小栗上野介の史跡があり、神楽や

獅子舞、花車囃子などの伝統芸能も伝承されています。 

しかし、これら文化財の保存・維持・活用は十分とはいえない状況です。小栗上野介につい

ても、近代国家日本の礎を築いた偉人の一人として、その業績は高く評価されていますが、世

間一般にはあまり知られていないのが現状です。 

 

（スポーツ・レクリエーション） 

   倉渕地域では、体育館、運動グラウンド、テニスコート等のスポーツ施設が整備されており、

各種スポーツ大会や教室を開催していますが、利用層の高齢化、就労形態の変化に伴うスポー

ツニーズの多様化などに十分な対応ができていないのが現状です。 

    

（２）その対策 

（地域文化） 

地域に根ざした豊かな文化の創造を図るとともに、本地域を訪問する人たちに情報を伝える

ための手段や手法と拠点づくりを推進します。 

道祖神めぐりによる地域紹介やガイド育成を推進することにより、交流人口の増加を図りま

す。また、多くの貴重な史跡や文化財に対する住民の地域を知る活動の実現に努めます。 

最近関心の高まっている小栗上野介の正当な評価の取り組みとして、小栗まつりの開催や機

関誌の発行支援を継続していきます。 

地域の伝統民俗芸能保存団体の活動への支援や発表場所の提供などを通して、長い歴史と伝

統の中で培われた伝統民俗芸能の継承と発展を図ります。 

 

 （スポーツ・レクリエーション） 

   「だれでも、いつでも、どこでも、みんなでスポーツ」ができる生涯スポーツ・レクリエー

ションの推進が課題となっています。生涯を通じてスポーツ・レクリエーション活動を気軽に

楽しみながら交流を深め、健康な生活が維持できるよう、身近で気軽に利用できる施設の整備

や指導体制の充実を図ります。 

 

（３）公共施設等総合管理計画との整合 

   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 

 

 

12 再生可能エネルギーの利用の推進 
（１）現況と問題点 

 倉渕地域の特色である恵まれた自然環境を守り生かすとともに、水と緑の豊かな自然環境・

景観の保全等、多面的な環境保全・エネルギー施策の推進が求められています。 
 

（２）その対策 
   一般住宅における太陽光発電システムの普及を促進するとともに、公共施設における再生可

能エネルギーの導入に向けた調査研究を進めていきます。 
また、倉渕地域では、電気自動車等の普及と利用者の利便性の向上を図るため、電気自動車

用急速充電器を２か所に設置し、無料で一般開放しています。 
    
（３）公共施設等総合管理計画との整合 
   高崎市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、関連する公共施設等の総合的かつ

計画的な管理を推進するとともに、必要な事業を適切に実施します。 
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過疎地域持続的発展特別事業計画 

持続的発展 
施策区分 

事 業 名 
（施設名） 

事 業 内 容 事業主体 備 考 

9 教育の振興 (4)過疎地

域持続的発

展特別事業 

くらぶち英語村運営事業 市 事業の実施により

倉渕地域の知名度

の向上が見込まれ

るとともに、全国

から集まった留学

生と地域住民との

交流を通じて地域

の活性化が期待で

きる。 

 


